
令和３年４月１日以後開始連結事業年度等分 

個別帰属額届出用 

 

【№64】平成 28 年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構
築物並びに鉱業用減価償却資産のうち建物、建物附属設備及び構
築物の償却方法について、定率法を適用していませんか。 

【№65】中小連結法人以外の法人又は適用除外事業者（当連結事
業年度開始の日前３年以内に終了した各連結事業年度の連結所
得金額の年平均額が 15億円を超える連結法人等）であるにもか
かわらず、中小連結法人向けの特別償却を適用していませんか。 
【№66】特別償却の適用を受けた資産について、措法による圧縮
記帳及び他の特別償却を重複適用していませんか。 

【№67】特別償却の制度ごとに適用すべき基準取得価額割合及
び償却率によって計算していますか。 

【№３】前連結事業年度からの繰越額は、前連結事業年度

の個別帰属額の届出書の金額と一致していますか。 

【№２】当連結事業年度に適用され
る別表を使用していますか。 


